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フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
の
憲
法
裁
判
機
関
へ
の
進
展

日

次

は

じ

め

に

一
憲
法
院
の
憲
法
裁
判
機
関
へ
の
進
展
状
況

付
判
例
の
動
向

同
門
学
説
に
よ
る
憲
法
院
の
位
置
づ
け

二
一
九
七
四
年
の
憲
訟
改
正
に
よ
る
提
訴
権
者
の
拡
大

付
諸
憲
法
改
正
案
の
提
出

。
政
府
案
の
提
出

同
議
会
に
お
け
る
審
議

同
一
九
七
四
年
憲
法
改
正
の
問
題
点

tま

じ

め

筆
者
は
、
先
に
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
人
権
の
保
障
」
と
題
す
る
論
文
に
お
い
て
、

中

村

陸

男

フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
憲
法
が
創
設
し
た
機
関
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説

で
あ
る
憲
法
院

(
h
o
ロ
お
己

8
5
E
E
Zロ
5
3
の
人
権
保
障
機
関
へ
の
進
展
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
当
初
憲
法
院
に
期
待
さ
れ
て

い
た
任
務
は
、
憲
法
第
三
四
条
に
よ
る
議
会
の
法
律
事
項
と
第
三
七
条
に
よ
る
政
府
の
命
令
事
項
と
の
権
限
分
配
に
お
い
て
、

議
会
が
政

ラん
口問

府
の
自
主
立
法
領
域
を
尊
重
す
る
よ
う
監
督
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、

一
九
七
一
年
の
結
社
の
自
由
に
関
す
る
違
憲
判
決
を
契

人
権
保
障
機
関
と
し
て
の
重
要
性
を

機
と
し
て
、
憲
法
院
は
、
憲
法
裁
判
機
関
と
し
て
の
性
格
と
そ
の
機
関
と
し
て
の
独
立
性
を
示
し
、

一
般
に
認
識
さ
せ
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、

ま
ず
、

て
に
お
い
て
、
憲
法
院
の
最
近
の
判
例
の
動
向
お
よ
び
憲
法
院
の
性
格
を
め
ぐ
る
学
説
の
動
向
を
概
観
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
憲
法
院
の
憲
法
裁
判
機
関
な
い
し
憲
法
の
番
人
へ
の
進
展
を
跡
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
い
で
、

一一、
に
お
い

一
九
七
四
年
の
憲
法
改
正
に
よ
る
憲
法
院
の
改
革
の
議
会
で
の
審
議
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

フ
ラ
ン
ス
の
問
題
状
況
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

て

違
憲
立
法
審
査
権
に
つ
い
て
の

一
九
七
四
年
の
改
正
は
、
憲
法
院
の
提
訴
権
者
を
、
「
六

O
名
の
国
民

議
会
議
員
又
は
六

O
名
の
元
老
院
議
員
」
と
い
う
議
会
の
少
数
派
議
員
に
も
拡
大
す
る
と
い
う
憲
法
院
の
部
分
的
修
正
に
と
ど
ま
っ
た

が
、
そ
こ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
い
か
な
る
違
憲
立
法
審
査
制
度
が
妥
当
か
と
い
う
議
論
が
同
時
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈

1
)

中
村
陵
男
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
人
権
の
保
障
」
公
法
研
究
三
八
号
一
一
一
一
一
具
。

憲
法
院
の
憲
法
裁
判
機
関
へ
の
進
展
状
況

判
例
の
動
向

憲
法
院
の
人
権
保
障
機
関
と
し
て
の
意
義
を
示
し
た
最
初
の
判
決
で
あ
る
一
九
七
一
年
七
月
一
六
日
判
決
は
、

←j 

結
社
の
自
由
を
制
限
す

る
法
律
を
違
憲
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
第
一
に
、
結
社
の
自
由
が
憲
法
前
文
で
再
確
認
さ
れ
て
い
る
「
共
和
国
の
諸

法
律
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
基
本
原
則
」
に
該
当
す
る
憲
法
上
の
人
権
で
あ
る
-
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
第
二
に
、
結
社
の
自
由
の
内
容
と
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し
て
、
結
社
が
自
由
に
結
成
さ
れ
事
前
の
届
出
の
み
に
服
し
、
結
社
の
結
成
は
特
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
結
社
を
除
い
て
、

た
と
え
そ
れ
が

無
効
と
さ
れ
る
外
見
を
有
し
ま
た
は
違
法
な
目
的
を
有
す
る
場
合
で
も
、

な
さ
れ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

行
政
機
関
は
も
と
よ
り
司
法
機
関
に
よ
っ
て
も
事
前
の
介
入
が

こ
の
一
九
七
一
年
の
違
憲
判
決
が
憲
法
院
に
よ
る
法
律
の
合
憲
性
審
査
に
と
っ
て
判
例
と
な
り
う
る
か
否
か
が
注
目
さ
れ
た
が
、

一
九
七
三
年
一
一
月
二
八
日
判
決
ぽ
、
憲
法
前
文
、
第
三
四
条
三
項
、
第
六
六
条
を
総
合
的
に
解
釈
し
て
、
重
罪

(
2
-
5
2
)
と
軽
罪

の
み
を
法
律
事
項
と
す
る
憲
法
第
三
四
条
五
項
の
文
理
解
釈
を
排
除
し
て
、
「
刑
罰
が
自
由
を
剥
奪
す
る
措
置
を
含
ま
な
い
場

(
門
同
色
町
田
)

合
」
に
の
み
違
警
罪
ハ

S
E
E
S
E
Zロ
与
が
命
令
事
項
に
属
す
る
こ
と
を
判
示
し
た
。
こ
の
判
決
は
、
法
律
事
項
を
拡
張
し
、
命
令
事

項
を
限
定
的
に
解
釈
す
る
論
拠
の
一
つ
に
憲
法
前
文
を
挙
げ
て
い
る
。
具
体
的
に
憲
法
の
何
条
か
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、

一
七
八
九

年
の
人
権
宣
言
七
条
お
よ
び
八
条
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
、

フランス憲法院の憲法裁判機関への進展

一
九
七
四
年
予
算
法
律

Q
S
母

p
g宮
町
田
)
六
二
条
の
違
憲

の
申
立
が
元
老
院
議
長
か
ら
な
さ
れ
た
事
案
に
対
す
る
一
九
七
三
年
二
一
月
二
七
日
判
決
は
、
年
収
が
一
定
額
を
越
え
な
い
納
税
者
が
租

税
裁
判
所
で
反
証
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
り
職
権
課
税
の
支
払
を
免
が
れ
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
つ
い
て
、
多
額
納
税
者
と
通
常
の
納
税
者

と
の
聞
に
、
行
政
当
局
に
よ
る
職
権
課
税
に
反
証
を
挙
げ
る
可
能
性
に
つ
い
て
差
別
す
る
こ
と
が
、
「
一
七
八
九
年
の
人
権
宣
言
の
内
容
を

な
し
、

か
つ
憲
法
前
文
に
よ
っ
て
厳
粛
に
再
確
認
さ
れ
た
法
律
の
前
で
の
平
等
の
原
則
に
反
す
る
」
と
判
示
し
、
違
憲
と
判
断
し
た
。
こ

の
判
決
に
よ
っ
て
、
憲
法
院
は
初
め
て
一
七
八
九
年
の
人
権
宣
言
を
明
示
的
に
判
決
の
中
で
援
用
し
、

あ
る
o

た
だ
し
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
人
権
の
保
障
の
面
が
あ
る
と
同
時
に
、

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
憲
法
的
効
力
を
認
め
た
の
で

社
会
改
革
へ
の
障
害
と
い
う
聞
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し

一
九
七
四
年
一

O
月
の
憲
法
改
正
に
よ
る
国
会
議
員
へ
の
提
訴
権
の
拡
大
は
、
早
速
利
用
さ
れ
た
。
ま
ず
、

日
判
決
山
、
議
会
の
反
対
派
で
あ
る
社
会
党
お
よ
び
急
進
党
左
派
の
議
員
か
ら
提
訴
さ
れ
た
も
の
で
、

一
九
七
四
年
一
二
月
三

O

一
九
七
五
年
度
の
予
算
法
律
に
関

ま
ず

北法27(3・4-263)621



説

予
算
に
関
す
る
議
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
を
強
化
す
る
方
向
で
予
算
法
律
の
規
定
を
違
憲
と
判
断
し

一
九
七
五
年
一
月
一
五
日
判
決
は
、
妊
娠
中
絶
法
の
違
憲
性
に
つ
い
て
議
会
の
多
数
派
の
な
か
の
少
数
派
か

す
る
予
算
手
続
の
問
題
に
つ
い
て
、

た
も
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、

吾l込
員同

ら
提
訴
さ
れ
た
も
の
で
、
妊
娠
中
絶
法
を
合
憲
と
判
断
し
た
重
要
な
判
決
で
あ
る
o

こ
の
判
決
の
憲
法
判
断
は
次
の
三
点
か
ら
な
さ
れ
て

い
る
。
第
一
に
は
、
憲
法
六
一
条
に
よ
る
憲
法
院
の
権
限
に
つ
い
て
、
「
憲
法
六
一
条
は
、
憲
法
院
に
国
会
の
権
限
と
同
一
の
一
般
的
評
価

と
決
定
の
権
限
を
賦
与
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
審
査
に
付
さ
れ
た
法
律
の
憲
法
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て
判
断
す
る
権
限
の
み
を

与
え
て
い
る
」
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
院
の
権
限
は
、
国
家
の
諸
機
関
の
聞
の
紛
争
を
解
決
す
る
の
で
は
な
く
、
あ

る
法
文
に
う
い
て
他
の
上
位
に
あ
る
法
文
と
の
法
的
適
合
性
を
審
査
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
o

こ

こ
で
、
憲
法
院
は
、
「
基
本
的
法
規
範
の
用
心
深
い
番
人
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
と
し
て
も
、
《
裁
判
官
政
治
》
の
道
に
引
き
づ
り
込
ま
れ

る
意
図
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
を
非
常
に
賢
明
に
も
喚
起
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
憲
法
院
は
初
め
て
、
憲
法
第
五
五
条
に

規
定
さ
れ
て
い
る
法
律
に
対
す
る
条
約
の
優
位
に
関
し
て
、
条
約
に
対
す
る
法
律
の
適
合
性
審
査
の
権
限
に
つ
い
て
判
断
し
、
「
一
の
条
約

に
反
す
る
法
律
は
、
そ
れ
自
体
で
憲
法
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
」
、
憲
法
五
五
条
の
条
約
の
優
位
と
憲
法
六
一
条
の
憲
法
の
優
位
と

で
は
性
格
が
異
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
憲
法
六
一
条
の
審
査
の
枠
中
で
五
五
条
に
よ
る
条
約
の
優
位
の
審
査
を
行
な
い
え
な
い
こ
と
を
判
示

し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
擁
護
条
約
違
反
の
主
張
を
斥
け
た
。
第
三
に
は
、
憲
法
前
文
違
反
の
主
張
に
つ
い
て
、
「
妊
娠
中
絶
法
は
、
困
窮

状
態
ま
た
は
医
療
と
の
理
由
か
ら
妊
娠
中
絶
を
求
め
ま
た
は
そ
れ
に
参
与
す
る
者
の
自
由
を
尊
重
し
、
し
た
が
っ
て
、
人
権
宣
言
第
二
条

で
提
示
さ
れ
た
自
由
の
原
則
を
侵
害
し
な
い
」
こ
と
、
「
本
法
は
、
必
要
性
が
あ
り
か
っ
法
律
の
定
め
る
条
件
と
制
限
に
従
っ
た
場
合
に
の

み
、
生
命
の
発
生
以
後
す
べ
て
の
人
聞
を
尊
重
す
る
と
い
う
原
則
へ
の
侵
害
を
認
め
て
い
る
こ
と
」
、
「
共
和
国
の
諸
法
律
に
よ
っ
て
承
認

さ
れ
た
基
本
原
則
の
一
つ
に
反
す
る
こ
と
な
く

国
は
子
供
に
健
康
の
保
持
を
保
障
す
る
と
い
う
一
九
四
六
年
憲
法
前
文
に
宣
言
さ
れ
た

原
則
を
無
視
す
る
も
の
で
も
な
く
、

ま
た
、
憲
法
前
文
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
憲
法
的
価
値
を
有
す
る
他
の
い
か
な
る
規
定
に
も
反
し
な

北法27(3・4-264)622



い
」
と
判
示
し
て
い
る
ο

こ
こ
で
、
憲
法
院
は
、

一
九
五
八
年
憲
法
前
文
で
確
認
さ
れ
た
一
九
四
六
年
憲
法
前
文
の
全
体
を
違
憲
審
査
の

対
象
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
、

一
九
四
六
年
憲
法
前
文
で
宣
言
さ
れ
た
原
則
は
、
本
判
決
に
よ
っ
て
初
め
て
援
用
さ
れ
た
の
で

あ
る
o

刑
事
訴
訟
法
典
三
九
八
条
お
よ
び
三
九
八
条
の
一
を
改

大
審
裁
判
所
長
の
裁
量
に
よ
っ
て
一
人
制
に
す
る
か
合
議
制
に
す
る
か

を
決
定
で
き
る
よ
う
に
す
る
趣
旨
の
法
律
の
合
憲
性
を
争
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
案
は
、
多
数
派
の
議
員
を
含
む
六
九
名
の
元
老
院
議

一
九
七
五
年
七
月
二
三
日
に
は
重
要
な
二
つ
の
判
決
が
出
さ
れ
た
。

一
つ
は

正
し
、
軽
罪
裁
判
所
の
構
成
に
つ
い
て
、
出
版
犯
罪
を
除
い
て
、

員
に
よ
っ
て
提
訴
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
第
一
に
、

一
九
五
八
年
憲
法
前
文
に
よ
っ
て
再
確
認
さ
れ
た
一
七
八
九
年
の
人

権
宣
言
の
一
般
原
則
、
と
り
わ
け
法
の
下
の
平
等
を
規
定
し
た
第
六
条
に
違
反
す
る
こ
と
、
第
二
に
、

一
九
五
八
年
憲
法
に
よ
っ
て
規
定

プランス憲法院の憲法裁判機関への進展

さ
れ
た
一
九
四
六
年
憲
法
前
文
が
確
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
共
和
国
の
諸
法
律
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
基
本
原
則
お
よ
び
司
法
組
織
に
関

〈

8
v

す
る
一
七
九

O
年
八
月
一
六
l
二
四
日
の
法
律
一
六
条
に
違
反
す
る
こ
と
、
第
三
に
、
と
く
に
刑
事
事
件
に
お
い
て
、
裁
判
は
常
に
合
議

に
よ
る
と
い
う
共
和
国
の
諸
法
律
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
基
本
原
則
に
違
反
す
る
こ
と
の
三
点
で
あ
る
o

つ
ま
り
、
違
憲
と
し
て
主
張
さ

れ
た
理
由
は
、
法
律
お
よ
び
裁
判
の
前
で
の
平
等
の
原
則
と
裁
判
の
合
議
制
の
原
則
に
対
す
る
違
反
の
主
張
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

憲
法
院
の
判
決
は
、
第
一
に
、
裁
判
の
前
で
の
平
等
原
則
違
反
、
第
二
に
、
憲
法
第
三
四
条
違
反
を
児
由
と
し
て
、
刑
事
訴
訟
法
典
改
正

法
律
を
違
憲
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
裁
判
の
前
で
の
平
等
原
則
に
つ
い
て
は
、
「
一
七
八
九
年
の
人
権
宣
言
に
お
い
て
宣
言
さ

れ
、
憲
法
前
文
に
よ
っ
て
厳
粛
に
再
確
認
さ
れ
た
法
律
の
前
で
の
平
等
原
則
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
裁
判
の
前
で
の
平
等
原

則
」
と
判
示
し
て
、

一
七
八
九
年
の
人
権
宣
言
に
よ
っ
て
宣
言
さ
れ
た
法
律
の
前
で
の
平
等
原
則
の
中
に
裁
判
の
前
で
の
平
等
原
則
が
合

ま
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
o

そ
し
て
、
裁
判
の
前
で
の
平
等
の
内
容
と
し
て
は
、
「
こ
の
原
則
の
尊
重
は
、
同
様
の
条
件
に
あ

り
、
同
一
の
犯
罪
で
訴
追
さ
れ
た
市
民
が

異
な
っ
た
規
則
に
従
っ
て
構
成
さ
れ
た
裁
判
所
に
よ
っ
て
裁
判
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
る
」
と

Jヒ法27(3・4-265)613



説

同
一
の
方
式
で
構
成
さ
れ
た
裁
判
所
に
よ
っ
て
裁

判
示
し
て
い
る
o

裁
判
の
前
で
の
平
等
の
原
則
は
、
市
民
が
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
、

判
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
同
一
の
手
続
に
従
っ
て
裁
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
芯
味
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
第
二
に
、
憲
法
第
三
四
条
違
反
に
つ
い
て
は
、
窓
法
院
が
職
権
で
判
断
し
た
も
の
で
、
立
法
者
が
裁
判
権
に
裁
判
所
の
構
成
を
定

め
る
権
限
を
委
ね
る
こ
と
は
、
刑
苓
訴
訟
手
続
に
闘
す
る
事
項
を
法
律
に
留
保
し
て
い
る
憲
法
第
三
四
条
に
違
反
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

~I、

iiffB 

る。
一
九
七
五
年
七
月
二
三
日
の
第
二
の
判
決
は
、
職
業
税

(
E
E
℃
円
。
『

2
包
)
ロ
ロ
巾
己
巾
)
を
定
め
た
法
律
に
対
す
る
訴
え
で
、
法
律
の
内
容

で
は
な
く
、
法
律
の
制
定
手
続
が
問
題
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
社
会
党
、
急
進
党
左
派
お
よ
び
共
産
党
の
六
六
名
の
国
民
議
会
議
は
に

よ
っ
て
提
訴
さ
れ
た
も
の
で
、
違
憲
と
主
張
さ
れ
た
理
由
は
、
本
法
案
の
国
民
議
会
で
の
審
議
中
に
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
修
正
案
が
、

財
政
問
，
題
に
つ
い
て
の
国
会
議
員
の
法
律
案
お
よ
び
修
正
案
の
提
出
権
を
制
限
し
た
憲
法
第
四

O
条
を
理
由
に
受
理
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と

が
、
憲
法
第
四

O
条
の
解
釈
を
誤
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
o

こ
れ
に
対
し
て
、
憲
法
院
は
、
第
一
に
、

憲
法
院
が
立
法
手
続
の
違
憲
性

に
つ
い
て
審
査
で
き
る
か
否
か
の
問
題
に
つ
い
て
、
第
二
に
は
、
憲
法
四

O
条
の
適
用
に
つ
い
て
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
法
律
の
規
定
の
憲
法
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
法
律
が
立
法
手
続
に
関
し

て
憲
法
的
価
値
を
有
す
る
法
規
を
遵
守
し
て
採
択
さ
れ
た
か
一
合
か
を
審
査
す
る
こ
と
も
憲
法
院
の
権
限
に
属
す
る
」
と
判
示
し
て
、

決
は
、
立
法
手
続
の
合
憲
性
に
つ
い
て
憲
法
院
が
審
査
で
き
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
第
二
に
、
憲
法
第
凶

O
条
の
適
用
の
審
査

に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
本
判
決
は
、
憲
法
四

O
条
の
適
加
に
よ
っ
て
法
律
の
修
正
案
が
受
理
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
も
、
憲
法
院
の
審
査

権
限
を
肯
定
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
議
会
で
、
あ
る
修
正
案
が
憲
法
四

O
条
の
解
釈
を
誤
っ
て
受
理
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
、

成
立
し

た
法
律
全
体
が
違
憲
と
さ
れ
る
可
能
性
を
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

具
体
的
事
案
と
し
て
本
件
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
法
律
に
つ

い
て
は
、
「
憲
法
院
の
審
査
に
付
さ
れ
た
法
律
の
名
称
お
よ
び
文
言
自
体
な
ら
び
に
本
法
律
の
準
備
作
業
お
よ
び
本
法
律
に
つ
い
て
議
会
で

;jtU;27C3・4-266)624
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旧
制
度
と
新
制
度
と
の
継

な
さ
れ
た
討
論
か
ら
み
て
、
前
記
職
業
税
法
の
制
定
は
、
完
全
に
新
し
い
租
税
源
の
創
設
と
し
て
で
は
な
く
、

続
性
お
よ
び
両
制
度
の
移
行
を
非
常
に
明
白
に
確
保
し
て
、
営
業
免
許
税
を
こ
の
よ
う
な
職
業
税
に
代
え
た
も
の
と
し
て
、

考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
判
示
し
て
、
職
業
税
を
新
し
い
税
の
創
設
で
は
な
く
、
現
存
す
る
税
の
修
正
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
れ
が
、

「
国
庫
の
収
入
の
減
少
ま
た
は
支
出
の
増
加
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
直
接
の
財
政
的
影
響
を
も
た
ら
す
べ
き
措
置
」
で
あ
る
か
ら
、

本
件

修
正
案
の
不
受
理
を
憲
法
第
四

O
条
の
正
し
い
解
釈
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
職
業
税
に
関
す
る
一
九
七
五
年
七
月
二
三
日
判
決
は
、
憲
法
院
の
権
限
を
憲
法
凶

O
条
の
適
用
に
よ
る
不
受
理
の
決

定
の
審
査
に
拡
大
し
、
さ
ら
に
、
一
般
的
に
、
立
法
手
続
の
合
憲
性
審
査
に
拡
大
し
た
点
に
お
い
て
非
常
に
主
要
で
あ
る
o

こ
の
よ
う
に

し
て
、
憲
法
院
は
し
だ
い
に
憲
法
の
真
の
番
人
で
あ
る
こ
と
を
自
認
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

フランス憲法院の窓法裁判機関への進展
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・
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M
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吋
(
な
お
、
本
書
は
、
憲

法
院
の
主
要
な
判
決
が
、
評
釈
文
献
表
、
参
考
文
献
表
、
関
連
判
例
な
ら
び
に
編
者
に
よ
る
詳
細
な
解
説
と
と
も
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
有
用
で
あ

る
o
y
本
判
決
を
扱
っ
た
論
文
と
し
て
、
』
・
問
。
σ
2
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第

五
共
和
国
立
法
と
結
社
の
自
由
」
金
沢
法
学
一
八
巻
一
・
二
介
併
は
万
五
七
頁
以
下
、
小
野
山
氏
康
「
プ
ラ
ン
ス
成
法
に
お
け
る
政
党
の
地
位
付
」
北
大
法

学
論
集
二
七
巻
一
号
一
六
頁
以
下
が
あ
る
。
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一回
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-ynF
件よ司・

ωω
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(
4
)

違
憲
立
法
審
査
権
が
、
人
権
保
障
の
面
を
持
っ
と
同
時
に
、
本
判
決
に
即
し
て
い
え
ば
、
尚
額
所
得
者
の
脱
税
を
防
止
す
る
と
い
う
社
会
改
革
に
プ

レ

l
キ
を
か
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
「
司
2
2
2
己

F
H
M
E
-
-ヲ

8

2

7
司・

8
-
は
、
「
法
作
の
介
憲
性
審
査
は
両
刃
の
武
器

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
基
本
的
自
由
の
尊
積
一
を
確
保
し
て
、
立
法
者
の
活
用
に
対
し
て
市
民
を
保
護
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
が
、
し
か
し

;1ヒi1;27(3・4-267)625



説

大
改
革
の
突
現
へ
の
障
叫
と
し
て
利
用
さ
れ
、
そ
れ
は
、
ま
た
、
保
守
主
義
に
の
み
奉
仕
す
る
武
器
と
し
て
現
わ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と

を
適
切
に
指
摘
し
て
い
る
。

(
5
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ハ
8
〉
そ
の
規
定
は
、
「
す
べ
て
の
市
民
は
、
差
別
な
く
、
同
一
の
事
件
に
お
い
て
、
同
一
の
形
式
で
、
か
っ
、
同
一
の
裁
判
官
の
面
前
で
弁
論
す
る
。
」
と

な
っ
て
い
る
。

(
9
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憲
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)
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亡3

学
説
に
よ
る
憲
法
院
の
位
置
づ
け

憲
法
院
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
、
憲
法
院
を
憲
法
上
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
第
五
共
和
制
初
期
の
学
説
で

は
、
憲
法
院
が
真
の
憲
法
裁
判
機
関
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
o
例
え
ば
、
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
教
授
は
、
違
憲
立

憲
法
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
権
力
分
立
維
持
型
に
分
け
、

憲
法
院
に
委
ね
ら
れ
た
合
憲
性
審
査
は
明
ら
か
に
第
二
の
権
力
分
立
維
持
型
に
属
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
憲
法
院
を
「
一
種
の
政
治

円

2
)

的
最
高
裁
判
機
関
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
o

ま
た
、
カ
ベ
レ
ッ
テ
ィ
教
授
も
、
憲
法
院
を
「
合
搭
性
の
政
治
的
統
制
」
と
し
て
位
置

づ
け
、
そ
の
機
能
は
、
「
立
法
権
が
執
行
権
を
蚕
食
す
る
こ
と
を
阻
止
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
本
来
そ
の
機
能
は
政
治
的
な
も
の
で
あ
り
、

法
審
査
制
を
二
つ
の
型
、
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
人
権
保
障
型
と
、
第
二
に
、

~tI1;27(3 ・ 4-268)626



ハ
4
V

ハ
る
〕

将
来
も
政
治
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。

一
九
六
七
年
に
発
表
さ
れ
た
ブ
ァ
ヴ
ォ
ル
l
教
援
の
論
文
は
、
前
述
の
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
教
授
の
分
類
に
よ
る
第

ま
た
第
二
の
型
で
も
な
く
、
第
三
の
「
公
権
力
の
政
治
的
活
動
で
は
な
く
、
規
範
的
活
動
を
規
制
す
る
機
関
」
で
あ
る
こ

〔

6
〉

と
を
明
ら
か
に
し
て
か
ら
、
「
憲
法
院
は
憲
法
裁
判
機
関
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
本
論
文
の
最
初
で
述
べ
た
よ
う
な
既
存
の
モ
デ
ル
か

ら
創
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
今
ま
で
知
ら
れ
た
い
か
な
る
範
ち
ゅ
う
に
も
結
び
つ
か
な
い
特
別
の
型
の
憲
法
裁
判
機

ハ
Q
n
v

閲
で
あ
る
」
と
し
て
、
明
確
に
憲
法
院
を
憲
法
裁
判
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
o

つ
い
で
、
フ
ラ
ン
ク
教
授
の
博
士
論
文
は
、

と
こ
ろ
で
、

ま
ず
、

一
の
型
で
も
、

セ
ィ
ユ
・
デ
タ
と
憲
法
院
を
、
そ
の
構
成
、
組
織
、
手
続
な
ど
の
諸
点
か
ら
詳
細
に
比
較
検
討
し
て
、

格
に
確
固
た
る
根
拠
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

憲
法
院
の
裁
判
機
関
と
し
て
の
性

フラ γス憲法院の憲法裁判機関への進展

フ
ラ
ン
ス
の
最
近
出
版
さ
れ
た
憲
法
お
よ
び
基
本
的
人
権
の
体
系
書
は
、
憲
法
院
を
憲
法
裁
判
機
関
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
る
よ
う

に
な
っ
て
き
て
い
る
。
ま
ず
、
プ
レ
ロ
教
援
の
『
政
治
制
度
お
よ
び
憲
法
』
の
一
九
七
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
第
六
版
は
、
著
者
の
死
後
ブ

ヮ
ル
イ
教
授
に
よ
っ
て
改
訂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
憲
法
院
を
、
「
憲
法
と
裁
判
機
関
」
と
い
う
篇
の
下
に
、
「
政
治
裁
判
機
関
L

、
「
司
法

権
」
と
と
も
に
「
憲
法
裁
判
機
関
」
の
一
章
を
設
け
、
そ
の
中
で
憲
法
院
を
論
述
し
て
い
る
。
カ
ダ
ル
教
授
の
「
政
治
制
度
お
よ
び
憲

法
一
(
一
九
七
五
年
〉
は
、
「
裁
判
機
関
に
よ
る
統
制
」
の
標
題
の
下
に
憲
法
院
を
扱
い
、
「
非
常
に
政
治
化
し
た
こ
の
機
関
は
、
そ
の
手
続
に

よ
っ
て
裁
判
的
で
あ
り
、
少
し
ず
つ
哀
の
裁
判
機
関
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
の
重
要
性
と
有
効
性
は
非
常
に
明
瞭
に
展
開
し
て
い

る
」
と
い
う
ぷ
価
を
与
え
て
い
る
。
リ
ヴ
エ
ロ
教
授
の
「
基
本
的
人
権
』
(
一
九
七
三
年
)
は
、
憲
法
院
が
、
「
そ
の
根
本
規
約
に
よ
っ
て
真

の
憲
法
裁
判
機
関
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
。
当
初
異
論
が
あ
っ
た
こ
の
性
格
は
、

現
在
か
な
り
一
般
的
に
学
説
に
よ
っ
て
承
認
さ

そ
の
選
任
方
法
と
結
び
つ
い
た
憲
法
院
の
独
立
性
に
対
す
る
疑
問
は
、

一
九
七
一
年
七
月
一
六
日
の
判
決
に
よ
っ

れ
て
い
る
o

同
じ
く
、

て
一
帰
さ
れ
た
」
と
し
て
い
る
o

リ
ュ
シ
ェ
l
ル
教
授
も
、

か
つ
て
「
公
権
力
の
活
動
の
規
整
者
」
と
さ
れ
て
い
た
憲
法
院
が
、

コ
ン

今
日
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説

「
権
力
の
前
で
の
市
民
の
権
利
・
自
由
の
擁
護
者
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

一三/、

IlHH 

ζ
U
Z
2円四
2
・
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3
5
甘
え

E
A
E
m
Z
守
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ω
Z
E
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口
。
ア
同
ν

d

明，

w
u
o
E
F
7
3
8
・
℃
由
ム
テ
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位一昨
J
E
U
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ゲ

デ
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(
2
)
H
r
M
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u
e
注目丹
J
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m
A
0
・
5
0
E
F
-
丹
・
?
司
・

ω同一-

(
3
)

カ
ベ
レ
ヅ
テ
ィ
著
、
谷
口
安
一
半
・
佐
藤
幸
治
訳
『
現
代
憲
法
裁
判
論
』
有
斐
閣
、
一
九
七
四
年
、
一
二
頁
。

(
4
)

川
右

3
五
頁
。

(
5
)

そ
の
ほ
か
、
。
・
凶
日
L
E
P
O
B一
昨
円
。
戸
田
辛
口
同
5
E巾
-
2
5
ω
号
昆
5
5
目立
E
Sロ
O
F
F・
0
・
U
-
H
L
O
@
匙
芹
J
Z
8
・
宅
・

8
l
u吋
は
、
密

法
院
'V
』
「
政
治
機
関
に
よ
る
統
制
」
と
し
て
位
置
づ
け
、
の
・
l
〉
・
。
。
-
Z
R
L
L
L
Zユ
合
同
E
Z
5
5
p
ω
。
生
存
噌
呂
田
∞
-
司
・
一
色
は
、
「
殻
法
院
を
点

の
放
判
機
関
と
し
て
正
確
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
、
明

F
E
Z
F
円
。
。
s
m
E
-
h
E
ω
デ

Z
m
m
g
z
z
c
t
o
g
F
F・
。
田
口
・
}
.

呂
田
?
℃
ω
日
は
、
「
そ
の
構
成
、
提
訴
の
方
式
な
ら
び
に
そ
の
権
能
の
性
質
は
、
憲
法
院
を
、
憲
法
の
適
用
を
保
障
す
る
裁
判
機
関
と
い
う
よ
り
、
公

権
力
問
の
関
係
を
八
規
整
す
る

V
政
治
機
関
に
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
わ
が
国
で
は
、
担
保
瀬
忠
一
「
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
審
査
院
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
二

四
四
ひ
三
五
頁
は
、
デ
ム
ヴ
エ
ル
ジ
ェ
説
を
採
用
し
て
、
窓
法
院
を
「
一
種
の
政
治
的
旬
以
高
裁
判
機
関
」
と
し
、
野
村
敬
造
『
フ
ラ
ン
ス
憲
法
と
基
本

的
人
権
」
有
信
堂
、
一
九
六
六
年
、
五
六
頁
は
、
怨
法
院
を
「
表
見
的
違
憲
立
法
審
査
制
」
で
あ
り
、
基
本
的
人
権
を
保
障
す
る
機
関
で
は
な
い
と

し
、
杉
原
泰
雄
「
政
治
機
関
に
よ
る
違
怒
立
法
審
定
制
H
フ
ラ
ン
ス
型
」
図
上
編
『
体
系
窓
伝
事
典
』
青
林
書
院
新
社
、
一
九
六
八
年
、
一
九

O
頁

は
、
定
法
院
を
「
政
治
機
関
に
よ
る
違
窓
立
法
審
有
制
度
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

(
6
)

円
・
明
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〈
OHOC-Fゅ
の
Oロ
z
-
-
g口凹立丹三
5
2ロ
何
一
円
和
四
己
主
2
円
Lゆ
で

ω
n
t
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口
門
司
自
主
宅
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牛
宮
古
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E
-
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a
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ロ
-
M
V
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・
匂
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一
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回
M
Y

己〈・・

(
7
d
H
Z
ι

・
℃
・
二
∞
・

ハ
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)
の・明，
E
R
r
-
F
2
F
R
E
D
F
』
ロ
ロ
舎
の
立
g
z
=
2
仏
巳
の
Dロ
ω
a
-
n
Dロ
ω三
宮
E
C口口。

-
a
p】(
リ

Cロ
ω丘
一
品
、
骨
骨
三

E
a
-
よ
み
3

8コ
ω
Z
C丹5
出口。ァ

戸
。
・

0
・
h
-

一回吋ムー

〈

9
)
ζ
p
b
-
o丹
え
]
・
∞
C戸
L
E
F
T
m同
広
三
守
口
明
司
-c-E』
に
虫
色
内
町
。
広

8
5
t
g
E
Cロロめア

O
m
-
-
c
p
T
E
E
-
-
一
回
吋
印
・
℃
∞
印
白
色

E
7
J
・
な
お
、

そ
れ
以
前
、
憲
法
院
は
、
「
諸
会
議
」
戸
宮
内

0
3
3
Z
の
篇
の
下
に
、
経
済
社
会
会
議
、
司
法
官
職
高
等
会
議
と
と
も
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た

¥J 
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(
ζ
-
P丘中ゲ

8
・
2
7
Y
E
E
-
-
呂田
ω
・
刀
吋
回
一

2
2
F〈
)
が
、
同
時
に
、
「
憲
法
院
は
、
確
か
に
、
一
の
裁
判
機
関
で
あ
る
が
、
し
か
し
多

く
の
同
に
現
存
す
る
最
高
裁
判
所
に
品
川
ん
ど
似
て
い
な
い
。
憲
法
院
の
権
能
は
、
過
去
に
存
在
し
ま
た
は
現
在
効
力
を
有
す
る
各
種
の
型
の
一
つ
に
従

っ
た
統
制
の
論
理
的
シ
ス
テ
ム
か
ら
で
は
な
く
、
合
法
性
の
統
制
に
関
し
て
フ
ラ
ン
ス
で
伝
統
的
に
存
在
し
て
い
る
状
況
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
あ

る
」
〈
正
子
苫
・
吋
∞
ム
i
吋
回
目
)
'
と
し
て
、
特
別
の
型
の
殺
判
機
関
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。

戸
山
〉
]
・
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日
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s
-
U
2
5
2芯
m
L
c
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g
-
P
5
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g
m
g
o『『骨骨
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山

ζ
日
R
一

AFJNNW-EPF
・
。
・
ロ
-
H
-

一叩〕
1p
同
・
間
噌
同
ν

・印町一
ω

・

一
九
七
四
年
の
憲
法
改
正
に
よ
る
提
訴
権
者
の
拡
大

フラ γス憲法院の憲法及判機関への進展

付

諸
憲
法
改
正
案
の
提
出

一
九
七
四
年
一

O
月
の
憲
法
改
正
に
先
立
っ
て
、

一
九
五
八
年
憲
法
の
枠
内
に
あ
っ
て
憲
法
院
に
よ
る
合
憲
性
審
査
を
拡
大
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
憲
法
改
正
案
は
、
各
党
派
か
ら
い
く
つ
か
出
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
改
正
案
は
、
合
憲
性
審
査
の
概
念
そ
の
も
の
に
由

来
す
る
大
き
な
差
異
が
相
互
に
存
す
る
が
、
共
通
す
る
一
致
点
と
し
て
最
も
重
要
な
も
の
は
、
合
憲
性
審
査
の
原
則
自
体
に
つ
い
て
は
も

は
や
争
い
は
な
く
、
現
行
制
度
の
枠
の
中
で
合
憲
性
審
査
権
を
強
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
具
体
的
な
点
に
つ
い
て
は
差
異
が
あ
り
、
そ
の
違
い
を
、
政
府
与
党
の
一
翼
を
担
う
独
立
共
和
派
(
同
州
市
℃
C
E
F
E吉田

一
九
七
二
年
に
作
成
さ
れ
た
共
同
政
府
綱
領
の
下
に
結
集
す
る
社
会
党
H

共
産
党
案
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

-
ロ
宏
官
民
白
ロ
件
凹
)
案
と
、

仰
独
立
共
和
派
案

独
立
共
和
派
案
は
、
「
憲
法
第
七
章
を
修
正
す
る
憲
法
的
法
律
案
」
と
し
て
、

一
九
七
二
年
一

O
月
四
日
に
国
民
議
会
理
事
部
に
提
出
さ

北法27(3・4-271)629
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(
4
-
)
 

れ
、
さ
ら
に
、

一
九
七
三
年
六
月
二

O
日
に
国
民
議
会
理
事
部
に
提
出
さ
れ
た
o

本
案
は
、
憲
法
院
を
規
定
し
た
憲
法
五
六
条
か
ら
六
三

条
ま
で
を
以
下
の
よ
う
に
修
正
す
る
も
の
で
あ
る
。

ヲA
a問

ま
ず
、
温
法
院
の
名
称
は
、
最
高
裁
判
所

(
(
U
0
5
日
毛
尽
目
白
)
に
な
っ
て
い
る
。
最
高
裁
判
所
の
構
成
員
は
、
現
行
の
九
名
か
ら
一
二

名
に
増
加
し
て
い
る
o

裁
判
官
の
選
任
に
つ
い
て
は
、

破
段
院
長
官
お
よ
び
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
副
長
官
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
二
倍
の

候
補
者
名
簿
に
よ
り
、
両
議
院
の
議
長
へ
の
公
式
の
諮
問
を
経
た
の
ち
、
大
統
領
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
、
任
命
さ
れ
る

(
五
六
条
二
項
)
。

報
酬
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
は
、
「
そ
の
職
務
の
終
了
後
に
お
い
て
も
、
そ
の
職
務
の
報
酬
を
保
持
す
る
」
(
五
六
条
四
項
〉
と
し
て
、
強
い

保
障
を
う
け
て
い
る
o

兼
職
禁
止
は
、

す
べ
て
の
国
会
議
員
な
ら
び
に
地
方
議
会
議
員
お
よ
び
公
的
ま
た
は
私
的
な
す
べ
て
の
職
務
ま
た

は
職
業
活
動
に
及
ん
で
い
る
(
五
七
条
)
。

一
務
署
前
の
法
律
の
合
憲
性
審
査
の
提
訴
権
者
は
、
大
統
領
、
首
相
、
両
議
院
そ
れ
ぞ
れ
の
議
長
の
ほ
か
に
、

両
議
院
の
議
員
の
各
々
の

四
分
の
一
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
(
六

O
条
二
項
〉
。
さ
ら
に
、
「
本
憲
法
お
よ
び
憲
法
前
文
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
基
本
的
自
由
が
侵
害
さ
れ

た
場
合
に
、
最
高
裁
判
所
は
、
何
ら
か
の
裁
判
機
関
に
対
し
て
い
か
な
る
出
訴
の
方
法
も
存
在
し
な
い
場
合
に
、
す
べ
て
の
自
然
人
ま
た

は
法
人
、
公
人
ま
た
は
私
人
か
ら
出
さ
れ
た
理
由
を
付
し
た
質
問
守
口
宮
b
Z
5
2
2
m巾
)
に
よ
っ
て
付
託
さ
れ
う
る
」
(
六
二
条
)
こ
と

が
規
定
さ
れ
、
市
民
へ
も
提
訴
の
道
を
開
い
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
o

独
立
共
和
派
案
は
、
提
案
理
白
書

に
お
い
て
、
法
案
の
趣
旨
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
法
律
の
合
憲
性
審

ハ

F
e。
忠
門
戸
2
5
2広
田
〉

査
権
を
よ
り
発
展
さ
せ
る
た
め
に
、
提
訴
権
を
各
議
院
の
各
々
の
四
分
の
一
の
議
員
に
与
え
、

さ
ら
に
市
民
へ
も
最
高
裁
判
所
へ
の
門
戸

憲
法
院
の
名
称
を
最
高
裁
判
所
に
変
更
す

を
聞
く
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
合
憲
性
審
査
を
実
行
す
る
た
め
に
、

る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
o

そ
し
て
、
違
憲
立
法
審
査
の
任
務
を
効
果
的
に
遂
行
す
る
た
め
に
、

裁
判
官
の
任
命
方
式
と
身
分
規

約
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
独
立
性
を
保
障
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
く
に
任
命
方
式
に
つ
い
て
は
、

破
段
院
長
官
お
よ
び
コ
ン
セ
ィ
ユ

Jヒi1;27C3・4-272)630



-
デ
タ
副
長
官
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
名
簿
に
基
づ
く
任
命
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
任
命
の
政
治
化
の
危
険
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る

」
と
が
注
目
さ
れ
る
。

「亡司

翼

案

左

「
憲
法
第
七
章
を
修
正
し
、
最
高
憲
法
裁
判
所
を
設
置
す
る
憲
法
的
法
律
案
」
は
、
共
産
党
、

よ
っ
て
、
一
九
七
二
年
一
二
月
二

O
日
に
国
民
議
会
理
事
部
に
提
出
さ
れ
た
。
本
案
は
、
全
二
条
か
ら
な
り
、
第
一
条
で
は
、
憲
法
五
六

条
か
ら
六
三
条
ま
で
の
規
定
の
改
正
が
は
か
ら
れ
、
第
二
条
で
は
、
憲
法
院
の
名
称
が
最
高
憲
法
裁
判
所
(
わ

0
5
2沼
町

b
B巾
8
5
t
z
l

社
会
党
お
よ
び
急
進
党
左
派
の
議
員
に

己
O
ロ
ロ
巾
己
巾
)
に
代
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

左
翼
案
に
よ
る
主
な
改
正
点
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
最
高
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
官
は
九
名
で
あ
る
(
五
六
条
一
項
〉
が
、

法
に
つ
い
て
は
、
三
名
が
国
民
議
会
に
よ
っ
て
三
名
が
元
老
院
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
、

そ
の
選
任
方

一
名
が
大
統
領
に
よ
っ
て
、

二
名
が
司
法
官
職
高

フランス憲法院の憲法裁判機関への進展

等
会
議
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
(
五
六
条
二
項
)
。
な
お
、
最
高
裁
判
所
の
長
官
は
、
裁
判
官
の
各
更
新
期
に
お
い

て
、
裁
判
官
の
互
選
に
よ
る
も
の
(
五
六
条
三
項
)
と
さ
れ
て
い
る
Q

こ
の
憲
法
改
正
案
と
同
時
に
出
さ
れ
た
「
最
高
憲
法
裁
判
所
の
組

織
お
よ
び
運
営
規
則
を
定
め
る
組
織
法
律
案
」
に
お
い
て
、

国
民
議
会
お
よ
び
元
老
院
に
よ
る
裁
判
官
の
選
任
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
各
議
院
内
部
で
の
三
名
の
割
合
は
、
多
数
派
か
ら
二
名
、
少
数
派
か
ら
一
名
と
な
っ
て
お
り
、
各
党
派
か
ら
の
比

例
代
表
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
一
七
名
の
委
員
会
が
任
命
名
簿
を
議
会
に
提
案
し
、
議
会
の
裁
可
は
、
第
一
回
投
票
が
絶
対
多
数
で
、
第

二
回
投
票
が
相
対
多
数
で
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
(
組
織
法
律
案
第
一
条
〉
。

裁
判
官
の
兼
職
禁
止
に
つ
い
て
は
、
大
臣
職
な
ら
び
に
選
挙
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
職
務
と
は
両
立
せ
ず
、

公
職
な
ら
び
に
何
ら
か
の

職
業
活
動
の
行
使
が
禁
止
さ
れ
る
(
五
七
条
)
。

最
高
憲
法
裁
判
所
の
権
限
に
関
し
て
は
、
憲
法
院
に
対
し
て
重
大
な
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
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説

ま
ず
、
「
最
高
憲
法
裁
判
所
は
憲
法
の
番
人
で
あ
る
o

そ
れ
は
、
国
家
の
諸
機
関
、
と
り
わ
け
大
統
領
、
政
府
お
よ
び
議
会
に
よ
る
憲
法

の
規
定
の
尊
重
を
監
視
す
る
任
務
を
有
す
る
。
そ
れ
は
、

さ
ら
に

憲
法
前
文
お
よ
び
人
権
宣
言
七
条
な
い
し
一
一
条
に
よ
っ
て
市
民
に

論

保
障
さ
れ
た
諸
自
由
の
尊
重
を
監
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
五
八
条
)
と
規
定
さ
れ
、
最
高
憲
法
裁
判
所
が
憲
法
の
番
人
で
あ
り
、
基

本
的
人
権
の
守
護
者
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

最
高
憲
法
裁
判
所
の
具
体
的
権
能
と
し
て
新
た
に
加
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
o

第
一
に
、
国
民
投
票

国
民
投
票
に
付
さ
れ
る
間

に
つ
い
て
、
国
民
投
票
施
行
の
適
法
性
を
監
視
し
、
そ
の
結
果
を
告
示
す
る
(
六

O
条
一
項
)
の
み
な
ら
ず
、

題
お
よ
び
法
律
ま
た
は
憲
法
の
規
定
の
明
確
さ
お
よ
び
多
義
を
許
さ
ぬ
性
格
に
対
し
て
事
前
の
統
制
を
行
な
い
、
さ
ら
に
、
憲
法
一
一
条

審
署
前
の
法
律
の
合
憲
性
審

の
手
続
に
よ
る
国
民
投
票
の
合
憲
性
に
つ
い
て
も
審
査
で
き
る
(
六

O
条
二
項
)
と
し
て
い
る
。
第
二
に
、

査
の
提
訴
権
者
は
、
大
統
領
、
首
相
、
元
老
院
議
長
、
国
民
議
会
議
長
の
ほ
か
に
、
各
議
員
の
各
々
の
四
分
の
一
の
議
員
が
加
わ
っ
て
い

る
(
六
一
条
の
二
)
。
第
三
に
、
前
記
の
者
は
、
さ
ら
に
、
憲
法
に
違
反
す
る
と
考
え
る
公
権
力
聞
の
関
係
に
つ
い
て
の
大
統
領
の
す
べ
て

の
決
定
、
滋
法
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
事
項
以
外
の
も
の
に
介
入
し
た
す
べ
て
の
政
府
の
行
為
に
対
し
て
提
訴
で
き
る

ハ
六
一
条
の
三
)

と
し
て
、
官
法
院
の
審
査
権
が
執
行
府
の
行
為
に
も
及
ぶ
も
の
と
し
て
い
る
。
第
四
に
、
上
記
の
者
は
、
憲
法
の
解
釈
に
関
す
る
す
べ
て

の
問
題
に
つ
い
て
判
断
す
る
よ
う
最
高
憲
法
裁
判
所
に
要
求
で
き
る
(
六
一
条
の
四
)
。
第
五
に
、
人
権
宣
言
七
条
な
い
し
一
一
条
お
よ
び

憲
法
前
文
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
諸
自
由
に
違
反
す
る
と
考
え
る
法
律
の
規
定
に
対
し
て
裁
判
を
受
け
る
者
が
援
用
し
う
る
違
憲
の
抗
弁

人
権
を
侵
害
す
る
立
法
に

を
、
最
一
両
憲
法
裁
判
所
は
、
す
べ
て
の
控
訴
裁
判
所
に
よ
っ
て
提
訴
さ
れ
る
(
六
一
条
の
五
)
も
の
と
し
て
、

対
し
て
通
常
の
裁
判
所
に
お
い
て
市
民
か
ら
抗
弁
と
し
て
違
憲
の
主
張
、
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、

控
訴
裁
判
所
か
ら
最
高
憲
法
裁
判
所
に
提

訴
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

左
翼
案
の
提
案
理
由
害
は
、

ま
ず
憲
法
院
の
実
績
に
つ
い
て
、
憲
法
の
効
果
的
な
統
制
を
確
保
す
る
こ
と
も
、
憲
法
の
解
釈
が
幾
度
か

lt:it27(3・4-274)632



提
起
し
た
非
常
に
重
大
な
問
題
を
規
整
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
評
価
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

一
方
で
は
、
憲

法
院
の
構
成
員
の
選
任
方
法
に
問
題
が
あ
る
こ
と
、
他
方
で
は
、
提
訴
の
条
件
が
議
会
の
活
動
の
規
制
に
憲
法
院
の
権
限
を
制
限
し
、
執

行
府
の
活
動
の
統
制
を
可
能
に
し
て
い
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
o

さ
ら
に
、
と
く
に
重
要
な
点
と
し
て
、
憲
法
院
が
、
「
一
の
法
律

の
審
署
前
に
の
み
提
訴
さ
れ
う
る
と
い
う
範
囲
に
お
い
て
、
法
律
の
真
の
合
憲
性
審
査
権
を
決
し
て
行
使
で
き
な
い
」
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
真
の
最
高
憲
法
裁
判
所
を
設
置
し
て
違
憲
審
査
権
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、
審
査
権
を
次
の
二
つ
の
方
向
で
拡
大
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
提
訴
権
者
を
拡
大
す
る
こ
と
で
、
少
数
派
の
真
の
保
護
を
確
保
す
る
た
め
に
、
各
議
院
の
各
々
の

四
分
の
一
の
議
員
に
提
訴
権
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
o

第
二
に
、
審
査
領
域
を
拡
大
す
る
こ
と
で
、

一
方
で
は
、

執
行
府
の
行
為
に
も
拡

大
し
、
他
方
で
は
国
民
投
票
に
つ
い
て
の
審
査
領
域
を
拡
大
す
る
こ
と
で
あ
る
。

以
主
の
よ
う
な
内
容
を
有
す
る
左
翼
の
最
高
憲
法
裁
判
所
案
の
主
要
な
点
は
、
第
一
に
、
裁
判
官
の
選
任
方
法
の
改
正
で
あ
り
、
第
二

フランス憲法院の憲法裁判機関への進展

に
、
通
常
裁
判
所
に
お
い
て
市
民
に
よ
っ
て
援
用
さ
れ
た
違
憲
の
抗
弁
に
基
づ
い
て
裁
判
所
か
ら
提
訴
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
点

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
一
九
七
二
年
に
作
成
さ
れ
た
共
同
政
府
綱
領
に
お
い
て
、
「
最
高
裁
判
所
」
(
戸
白

〔

o
o
v

下
に
同
じ
内
容
の
も
の
が
明
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

【

U
O己
円

ω戸
田
℃
円

b
g巾
)

の
標
題
の

一
九
七
五
年
に
公
害
、
c
れ
た
「
フ
ラ
ン
ス
共
産
党
自
由
の
宣
言
案
一
一
は

最
高
裁
判
所
に
つ
い
て
、
第
五
章
「
司
法
的
保
障
」
の
中
の
第
八
九
条
で
、
「
最
高
裁
判
所
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
条
件
に
お
い

て
、
憲
法
規
範
の
尊
重
お
よ
び
個
人
的
・
集
団
的
自
由
の
保
障
に
寄
与
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
最
高
裁
判
所
の
具
体
的
内
容
は

そ
こ
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

一
九
七
六
年
に
発
表
さ
れ
た
社
会
党
系
の
自
由
の
憲
章
検
討
委
員
会
報
告
で
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
に
彼
等
の
憲
法
の
統
制
を
確
保

す
る
こ
と
」
と
い
う
一
節
が
置
か
れ
、
そ
の
中
で
最
高
裁
判
所
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
裁
判
官
の
任
命
に
つ
い
て
は
、
「
法
律
の
真

さ
ら
に
、

の
合
憲
性
の
統
制
は
、

も
し
こ
の
統
制
を
担
当
す
る
機
関
が
十
分
な
権
威
を
付
与
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、

北法27(3・4-275)633
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説

そ
れ
で
は
、
政
府
は
こ
の
よ
う
な
憲
法
院
の
改
革
を
い
か
な
る
理
由
で
行
な
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
政
府
案
の
提
案
理
由

書
(
肘
阿
℃
。
印
品
仏

2
5
0丘
町
田
)
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

:;;'1.込
両岡

「
憲
法
院
の
創
設
は
、
法
律
に
対
す
る
憲
法
の
優
位
の
原
則
に
、

行
政
裁
判
所
お
よ
び
司
法
裁
判
所
は
、
自
己
に
付
託
さ
れ
た
争
訟
に
際
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
長
い
間
欠
如
し
て
い
た
裁
可
を
与
え
た
。

法
律
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
こ
と
を
伝
統
的
に
自
ら
禁

じ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
任
務
は
、
か
つ
て
共
和
暦
八
年
お
よ
び
一
八
五
二
年
の
元
老
院
に
委
ね
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、

治
的
審
査
機
関

C
S
Z
R
2
3
E
5
5る
は
、
こ
の
よ
う
な
任
務
を
果
し
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
政

一
九
四
六
年
の
憲
法
委
員
会
に

関
し
て
は
、
そ
の
提
訴
、
そ
の
権
能
お
よ
び
そ
の
権
限
の
限
界
が
、
憲
法
委
員
会
に
効
果
的
役
割
を
果
す
こ
と
を
妨
げ
た
の
で
あ
る
。

第
五
共
和
国
憲
法
に
よ
っ
て
、
法
律
が
憲
法
を
尊
重
す
る
こ
と
を
監
視
す
る
任
務
を
与
え
ら
れ
た
憲
法
院
は
、

そ
れ
を
な
す
の
に
必
要

な
手
段
を
有
し
て
い
る
o

憲
法
院
は
、
法
律
苓
項
と
命
令
事
項
の
分
配
を
維
持
す
る
た
め
に
立
法
手
続
お
よ
び
命
令
手
続
に
介
入
す
る
だ

よ
り
一
般
的
に
、
法
律
の
合
憲
性
の
統
制
を
、
組
織
法
律

i
!な
ら
び
に
議
院
規
則
1

1

に
対
し
て
は
義
務
的
に
、

け
で
は
な
く
、

て
通
常
の
法
律
に
対
し
て
は
任
意
的
に
行
使
す
る
の
で
あ
る
。

後
者
の
通
常
の
法
律
に
対
し
て
は
、
憲
法
院
の
統
制
は
例
外
的
な
性
格
し
か
有
し
て
い
な
い
。
憲
法
院
は
、
共
和
国
大
統
領
、
首
相
、

国
民
議
会
議
長
ま
た
は
元
老
院
議
長
の
提
訴
に
よ
る
場
合
し
か
介
入
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
提
訴
権
を
拡
大
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
各
議
院
の
一
分
派
に
、

せ
る
可
能
性
を
与
え
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

憲
法
院
に
よ
っ
て
一
の
法
律
の
憲
法
へ
の
適
合
性
を
審
査
さ

必
要
と
さ
れ
る
割
合
は
、
国
民
議
会
ま
た
は
元
老
院
の
構
成
員
の
五
分
の
一
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
こ
の
権
利
に
つ
い
て
濫
用
的
に
使
用

さ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
十
分
高
く
な
っ
て
い
る
ο

そ
の
割
合
は
、
同
様
に
、

一
の
議
院
の
す
べ
て
の
重
要
な
少
数
派
が
以
後
こ
の

;1ヒt.t27(3・4-278)636
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権
利
を
行
使
す
る
の
に
効
果
的
に
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
に
か
な
り
抑
え
ら
れ
て
い
る
。

憲
法
院
の
こ
の
新
し
い
提
訴
の
可
能
性
は
、
反
対
派
に
増
大
し
た
権
利
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
o

法
律
の
憲
法
へ
の
適
合
性
の
番
人
で
あ
る
憲
法
院
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
権
を
擁
護
す
る
o

こ
の
人
権
の
擁
護
を
強
化

す
る
た
め
に
、
憲
法
院
に
、

憲
法
院
が
憲
法
の
前
文
ま
た
は
本
文
自
体
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
人
権
を
侵
害
す
る
と
思
わ
れ
る
す
べ
て
の

立
法
の
法
文
を
自
ら
付
託
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
《
自
己
付
託
》

(
E
g
g
-包
ロ
巾
)
権
限
は
、
主
と
し
て
裁
判
的
性
格
を
有
す
る
機
関
に
と
っ
て
は
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ

の
領
域
に
お
い
て
、
憲
法
規
範
の
無
視
そ
の
も
の
が
も
た
ら
す
特
別
の
重
大
性
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
o

こ
れ
ら
二
つ
の
場
合
の
い
ず
れ
か
に
お
い
て
、
付
託
は
、
憲
法
一

O
条
に
よ
っ
て
一
五
日
と
定
め
ら
れ
て
い
る
法
律
の
審
署
の
期
間
内

に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
憲
法
六
一
条
の
規
範
に
よ
っ
て
、
こ
の
期
聞
を
停
止
す
る
効
果
を
有
す
る
o

憲
法
院
は
、
今

プランス憲法院の憲法裁判機関への進展

と
同
様
に
、

一
カ
月
の
聞
に
、

政
府
の
要
求
に
よ
る
緊
急
の
場
合
に
は
八
日
に
短
縮
さ
れ
た
期
間
内
に
判
断
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

し、
。

憲
法
六
一
条
の
新
し
い
規
定
を
適
用
す
る
諸
条
件
は
、

る
一
の
組
織
法
律
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
る
。
」

こ
の
提
案
理
由
書
は
、
憲
法
院
を
法
律
の
合
憲
性
審
査
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
、
こ
の
法
律
の
合
憲
性
審
査
権
を
拡
大
、
強
化
す
る
た

一
九
五
八
年
一
一
月
七
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
五
八

l
一
O
六
七
号
を
修
正
す

一
方
で
は
、
提
訴
権
を
議
会
の
少
数
派
に
与
え
、
他
方
で
は
、
憲
法
院
に
自
己
付
託
権
を
与
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
法
律
の
合
憲
性
審
査
権
の
強
化
が
人
権
保
障
の
強
化
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

め
に
、こ

の
よ
う
な
人
権
保
障
機
関
と
し
て
の
憲
法
院
の
強
化
と
い
う
政
府
案
の
考
え
方
は
、
議
会
の
審
議
の
中
で
、

政
府
を
代
表
し
て
発
言

す
る
ル
カ
エ
ュ
エ
に
よ
っ
て
も
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一
九
七
四
年
一

O
月
八
日
の
国
民
議
会
の
本
会
議
の
ル
カ

北法27(3・4-279)637



説

ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
大
統
領
は
、
大
統
領
当
選
の
直
後
に
、
憲
法
院
の
任
務
の
拡
大
の
時
宜
で
あ
る
こ
と

を
強
調
し
、
彼
は
、
「
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
権
利
お
よ
び
自
由
の
擁
護
の
増
大
を
確
保
す
る
新
し
い
手
段
を
提
案
し
た
」
が
、
本
法

案
は
こ
れ
に
応
え
る
も
の
で
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
政
治
制
度
に
「
自
由
主
義
的
精
神
に
よ
る
補
完
物
」
(
印
与
切
な
日
巾

E
Eロ岳山
E
Z
Oロ

r
z
g
}与
を
導
入
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
o

さ
ら
に
、
政
府
案
が
配
慮
し
た
こ
点
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
、
政
府
は
、
「
我
々

の
憲
法
の
基
本
的
な
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
も
、
変
質
さ
せ
る
こ
と
も
な
し
に
、
と
り
わ
け
憲
法
前
文
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
権
利
お
よ

び
自
由
の
最
良
の
擁
護
と
い
う
方
向
に
お
け
る
補
充
的
な
利
点
を
構
成
す
る
改
正
」
を
め
ざ
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ュ
エ
の
発
言
に
よ
る
と
、

さ.t.
U岡

f、/司、/戸、

3 Z 1 
、】ノ、../ '-ノ

』
・
。

J
o
z
z
g巾
ロ
デ
〉
・

2
・

zo
二
∞
ア

g
R包
伊

丹

片

思

伊

}

白

目

μ
同
和
白
内

Hgnσ
一ω
目
指
恒
常
B
r
5
-
U〕よ・

』・

0
・
・
り
か

g
u
官
M1】何百
3
2
M吋
m
p
〉・

Z
J
∞

Dngrz
一回吋
h
p
w

勺

品

∞

白

0
.

』
・
。
咽
む
か

g官
官
町
一
。

E
g
g町
宮
咽

ω吉
凶
グ
一
目

020σ
月
一
回
〕
よ
・
日
y
一

ω
一印・

同

議
会
に
お
け
る
審
議

一
九
七
四
年
九
月
二
七
日
に
提
出
さ
れ
た
憲
法
改
正
案
は
、
次
の
よ
う
な
経
過
で
成
立
し
た
。
ま
ず
、
政
府
案
は
、

一
九
七
四
年
一

O

月
三
日
に
国
民
議
会
の
「
共
和
国
憲
法
的
法
律
・
立
法
お
よ
び
一
般
行
政
委
員
会
」
(
わ
。

s
s
g
u口
伝
乙
己
申

8
5畏
E
Uロ
日
ロ
2
・
号

宮
志
向
-
己
主
5
ロ
旦
仏
巾
}
、
邸
内
】
g
E
U可
三
宮
口
札
口
AW
己
巾
岳
山
-
白
河
内
ぜ
ロ
EFρ
ロ
巾
)

で
修
正
、
可
決
さ
れ
、

つ
い
で
、
問
委
員
会
案
は
、
国
民

国
民
議
会
修
正
案

議
A
R
本
会
議
で
一

O
月
八
日
お
よ
び
一

O
日
に
審
議
さ
れ
、
同
一

O
日
に
可
決
さ
れ
た
。
つ
ぎ
に
、
元
老
院
で
は
、

が
、
「
憲
法
的
法
律
・
立
法
・
普
通
選
挙
・
命
令
お
よ
び
公
行
政
委
員
会

k
h
o
g
s
-
a古
口
円

-
2
F山田
8
2己
z
t
oロロ巾
-rppxm-己
主
同
O
D

仏
Z
E
R
E
m巾
E
H
F
Z同団巾ア円】戸
H
H
P
m
F
B巾口同

2
白
色
5
5
5
2
t。ロ

m
b
p
b
B
-叩
)

に
よ
っ
て
一

O
月
一
五
日
に
修
正
、

可
決
さ
れ
、

同
委
員
会
案
は
、
翌
一
六
日
に
元
老
院
本
会
議
で
審
議
さ
れ
、
可
決
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
元
老
院
修
正
案
は
、

会
第
二
読
会
で
修
正
、
可
決
さ
れ
、
同
修
正
案
は
同
日
元
老
院
第
二
読
会
で
可
決
さ
れ
た
。
つ
い
で
、

一
O
月
一
七
日
に
国
民
議

翌
一
八
日
に
両
院
合
同
会
議

;lttt27(3・4-280)638



同
月
二
一
日
に
承
認
さ
れ
た
。
両
院
合
同
会
議
の
票
決
は
、
賛
成
四
八
八
名
、
反
対
二

七
三
名
で
、
政
府
与
党
を
構
成
す
る
共
和
国
民
主
主
義
者
連
合

(
U
D
R
)
、
独
立
共
和
派
お
よ
び
中
道
派
が
賛
成
し
、
社
会
党
、
共
産
党

お
よ
び
急
進
党
左
派
の
左
翼
が
反
対
し
た
の
で
あ
る
。

(
(
U
O

ロ
m
Z一印仏ロ
H
V
m
w
ユ
巾
口
岡
市
口
同
〉

に
付
託
さ
れ
、

げ)

左
翼
修
正
案
の
不
受
理

共
同
政
府
綱
領
の
下
に
結
集
す
る
社
会
党
H

急
進
党
左
派
お
よ
び
共
産
党
は
、
憲
法
改
正
法
案
の
遂
条
審
議
に
先
立
っ
て
、

う
な
修
正
案
を
提
出
し
た
。

以
下
の
よ

第
一
に
、
社
会
党
H

急
進
党
左
派
か
ら
提
出
さ
れ
た
修
正
案
第
三
号
お
よ
び
共
産
党
か
ら
提
出
さ
れ
た
修
正
案
第
一
二
号
は
、

内
容
で
、
「
第
一
条
の
前
に
、
次
の
よ
う
な
新
し
い
条
項
を
挿
入
す
る
。
憲
法
一
六
条
は
廃
止
さ
れ
る
己
と
い
う
規
定
で
、
大
統
領
の
緊
急

措
置
権
を
規
定
し
た
憲
法
一
六
条
を
一
廃
止
す
る
も
の
で
あ
る
。

同
一
の

フランス憲法院の憲法裁判機関への進展

第
二
に
、
共
産
党
か
ら
提
出
さ
れ
た
修
正
案
第
一
三
号
は
、
憲
法
四
三
条
二
項
を
、
「
右
の
要
求
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
政
府
提
出
お
よ
び

議
員
提
出
の
法
律
案
は
、
そ
の
数
お
よ
び
権
能
が
各
議
院
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
常
任
委
員
会
の
一
に
付
託
さ
れ
る
」
と
い
う
規
定
に
置

き
換
え
る
も
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
社
会
党
H
急
進
党
左
派
か
ら
提
出
さ
れ
た
修
正
案
第
五
号
お
よ
び
共
産
党
か
ら
提
出
さ
れ
た
修
正
案
第
一
四
日
げ
は
、
同
一
の

内
容
で
、
憲
法
院
の
構
成
員
の
選
任
方
法
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
第
一
条
の
前
に
、
次
の
よ
う
な
新
し
い
条
項
を
挿
入
す
る
。

憲
法
五
六
条
は
次
の
よ
う
な
規
定
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
。

憲
法
院
は
九
名
の
構
成
員
を
含
み
、
そ
の
任
期
は
九
年
で
あ
り
、
再
任
で
き
な
い
。

三
名
の
構
成
員
は
国
民
議
会
に
よ
り
、
三
名
は
元
老
院
に
よ
っ
て
選
挙
さ
れ
、

一
名
は
大
統
領
に
よ
り
、

二
名
は
司
法
官
職
高
等
会
議

北IJ;27C3・4-281)639
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に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
。

志
法
院
長
官
は
、
各
更
新
期
に
、
憲
法
院
の
構
成
員
に
よ
っ
て
互
選
さ
れ
る
o

長
官
は
可
否
同
数
の
場
合
に
決
済
権
を
有
す
る
。
」

でさ'l>.
ri同

第
四
に
、
社
会
党
H

急
進
党
か
ら
提
出
さ
れ
た
修
正
案
第
六
号
お
よ
び
共
産
党
よ
り
提
出
さ
れ
た
修
正
案
第
一
五
条
は
、

で
、
憲
法
院
の
国
民
投
票
に
関
す
る
権
限
を
次
の
よ
う
に
拡
大
す
る
も
の
で
あ
る
。

同
一
の
内
容

「
第
一
条
の
前
に
、
次
の
よ
う
な
新
し
い
条
項
を
挿
入
す
る
。

憲
法
六

O
条
は
次
の
よ
う
な
新
し
い
条
項
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
。

憲
法
院
は
、

国
民
投
票
に
付
託
さ
れ
た
問
題
お
よ
び
憲
法
ま
た
は
立
法
の
規
定
の
明
確
さ
お
よ
び
多
義
的
で
な
い
性
格
に
つ
い
て
存
、
前

の
統
制
を
行
使
す
る
。
国
民
投
票
に
用
い
ら
れ
る
手
続
が
憲
法
一
一
条
の
手
続
で
あ
る
場
合
に
、

そ
の
憲
法
に
対
す
る
適
合
性
に
つ
い
て

も
統
制
が
同
様
に
な
さ
れ
る
。
」

こ
れ
ら
の
修
正
案
の
う
ち
、
第
三
の
憲
法
院
の
構
成
員
の
選
任
方
法
と
第
四
の
国
民
投
票
に
関
す
る
'
者
査
権
の
拡
大
は
、
前
述
し
た
一

九
七
二
年
一
二
月
二

O
日
に
国
民
議
会
に
提
出
さ
れ
た
左
翼
の
憲
法
改
正
案
の
中
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
憲
法
院
の
提
訴

権
者
お
よ
び
審
査
権
限
の
拡
大
に
先
立
っ
て
、
憲
法
院
の
構
成
員
の
選
任
方
法
の
改
正
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

左
翼
の
と
く
に

一
O
月
八
日
の
国
民
議
会
本
会
議
に
お
け
る
社
会
党
の
コ
l
ト

(。。同)
の
「
司
法
大
臣
股
、
あ
な
た
が
何

と
一
お
わ
れ
よ
う
と
も
、
我
々
は
、
憲
法
院
の
提
訴
の
問
題
と
構
成
の
問
題
を
結
び
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
事
実
、

憲
法
院
の
構
成
は
、
現
在
本
質
的
に
政
治
的
で
あ
り
、
党
派
的
で
さ
え
あ
る
と
云
え
ま
す
よ
と
い
う
発
言
に
も
、
こ
の
こ
と
が
よ
く
表
わ

れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
諸
修
正
案
は
、
議
院
規
則
九
八
条
五
項
の
適
用
に
よ
り
、
委
員
会
に
お
い
て
受
既
さ
れ
ず
、

円

4
v

議
長
に
よ
っ
て
受
理
さ
れ
な
か
っ
た
。

ま
た
本
会
議
に
お
い
て
も

lti};27(3・4-282)640



左
翼
は
、
憲
法
六
一
条
を
改
正
す
る
憲
法
的
法
律
案
第
三
条
の
後
に
挿
入
す
る
二
種
類
の
修
正
案
を
提
出
し
た
。

第
一
に
、
司
法
官
職
高
等
会
議
の
改
革
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
議
院
規
則
九
八
条
五
項
に
よ
り
受
理
さ
れ
な
か
っ
た
。
第
二
に
、
社
会
党

H

急
進
党
か
ら
提
出
さ
れ
た
修
正
案
第
一
七
号
は
、
「
本
憲
法
的
法
律
の
規
定
は
、
憲
法
院
の
構
成
の
改
革
を
内
容
と
す
る
一
の
特
別
の
憲

法
的
法
律
の
発
効
後
に
適
用
さ
れ
る
o
」
と
い
う
規
定
を
設
け
て
、
本
憲
法
改
正
案
の
施
行
を
憲
法
院
の
構
成
員
の
選
任
方
法
の
改
革
が
な

さ
れ
る
ま
で
延
期
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
憲
法
院
の
提
訴
権
者
の
拡
大
に
先
立
っ
て
構
成
の
改
革
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
こ
の
よ

う
な
形
で
提
案
し
た
が
、
こ
の
修
正
案
は
投
票
に
付
さ
れ
、
賛
成
八
二
名
、
反
対
一
九
二
名
で
否
決
さ
れ
た
。

ま
た
、

一
O
月
一
六
日
の
元
老
院
本
会
議
に
お
い
て
も
、
共
産
党
か
ら
、

の
内
容

そ
れ
ぞ
れ
国
民
議
会
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
同

の
、
憲
法
一
六
条
を
寵
止
す
る
修
正
案
第
七
号
、
憲
法
五
六
条
を
改
正
す
る
修
正
案
第
八
号
、

憲
法
六
五
条
を
改
正
す
る
修
正
案
第
一

O
号
が
提
出
さ
れ
た
が
、

憲
法
六

O
条
を
補
完
す
る
修
正
案
九
条
、

い
ず
れ
も
受
理
さ
れ
な
か
っ
た
o

プランス憲法院の憲法裁判機関への進展

明

《
自
己
付
託
》
条
項
の
否
決

憲
法
院
の
《
自
己
付
託
》
権
に
つ
い
て
は
、
国
民
議
会
、

元
老
院
と
も
に
こ
れ
を
否
定
し
た
。

ま
ず
、
国
民
議
会
に
お
い
て
、
立
法
委
員
会
で
は
賛
否
両
論
に
分
か
れ
活
発
な
議
論
が
展
開
さ
れ
た
が
、
結
局
反
対
が
多
数
を
し
め
た

こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
本
会
議
で
明
確
な
反
対
論
を
展
開
し
て
い
る
の
は
、
共
産
党
の
ヴ
ィ
ラ
(
ヨ
ロ
白
)
で
、
「
人
権
擁
護
の
名
目

で
、
憲
法
院
に
《
自
己
付
託
》
権
、
す
な
わ
ち
、
裁
判
官
で
あ
る
と
同
時
に
当
事
者
で
あ
る
権
利
を
与
え
る
こ
と
が
我
々
に
要
求
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
《
自
己
付
託
》
権
限
は
、
司
法
大
臣
が
い
か
に
弁
談
し
よ
う
と
も
、
・
事
実
、
憲
法
院
か
ら
裁
判
的
性
格
を
剥
奪
し
、
憲
法
院

に
議
会
に
対
す
る
政
治
的
後
見
公

Em--巾
)
の
権
限
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
己
と
し
て
、
《
臼
己
付
託
》
権
が
憲
法
院
の
裁
判

的
性
格
を
奪
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

元
老
院
の
立
法
委
員
会
も
、
報
告
官
デ
ィ
リ
ィ

(σ
回
目

5
可
)
の
本
会
議
で
の
報
告
に
よ
る
と
、

一
凶
対
五
で
、
政
府
案
の
《
自
己
付
託
》

;:ItiJ;27C3・4-283)641
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円

9
)

権
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
理
由
と
し
て
、
《
自
己
付
託
》
の
規
定
が
、
「
突
飛
で
、
無
川
で
、
適
則
で
き
ず
、

か
つ
危
険
で

三子疋為

日間

あ
る
」
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
o

突
飛
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
「
手
続
の
伝
統
的
な
ル

l
ル
に
よ
る
と
、
裁
判
官
は
職
権
で
訴
訟
に
取
り
か
か

る
こ
と
な
く
、
何
人
か
の
以
告
に
よ
っ
て
提
訴
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
判
断
し
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。
無
用
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
提
訴
権

者
と
し
て
、
大
統
倣
、
首
相
、
両
議
院
の
そ
れ
ぞ
れ
の
議
長
、
さ
ら
に
各
議
院
の
五
分
の
一
の
議
員
が
い
る
こ
と
か
ら
、
「
憲
法
院
自
'
身
に

こ
の
権
利
を
与
え
る
の
は
無
用
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
適
用
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
憲
法
院
を
立
法
活
動
の
恒
常
的
、
日
常

的
監
視
者
に
す
る
こ
と
は
、
一

O
月
八
日
の
ル
・
モ
ン
ド
紙
に
発
表
さ
れ
た
リ
ュ
シ
ェ

l
ル
の
優
れ
た
論
文
が
喚
起
し
て
い
る
非
常
に
多
く

の
問
題
を
提
起
す
る
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
o

危
険
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
「
そ
の
構
成
員
の
選
任
方
法
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
憲
法
院
に

席
を
し
め
て
い
る
者
の
資
質
に
よ
っ
て
、
少
し
ず
つ
価
値
を
高
め
、
完
全
に
非
政
治
化
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
制
度
を
、
最
終
的

に
は
政
治
化
さ
せ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
」
と
し
て
、

《
自
己
付
託
》
権
に
よ
っ
て
憲
法
院
が
政
治
に
巻
き
込
ま
れ
る
危
険
性
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

村
議
会
の
少
数
派
へ
の
提
訴
権
の
拡
大

議
会
の
少
数
派
に
も
忠
法
院
の
提
訴
権
を
拡
大
す
る
と
い
う
原
則
に
つ
い
て
は
、
国
民
議
会
、
元
老
院
と
も
に
賛
成
し
た
が
、

そ
の
具

体
的
な
要
件
に
つ
い
て
は
意
見
が
刻
立
し
、
最
終
的
に
は
、

見
が
一
致
し
た
の
で
あ
る
。

国
民
議
会
議
員
お
よ
び
元
老
院
議
員
そ
れ
ぞ
れ
の
六

O
名
と
い
う
こ
と
で
立

ま
ず
、
国
民
議
会
は
、
政
府
案
の
「
一
又
は
他
の
議
院
を
構
成
す
る
議
員
の
少
く
と
も
五
分
の
こ
を
、
「
国
会
を
構
成
す
る
議
員
の
少

く
と
も
一

O
分
の
一
」
に
修
正
し
た
o

そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
国
民
議
会
本
会
議
で
の
報
告
官
ク
リ
ー
グ

(
町
内
ユ
巾
ぬ
)

の
説
明
に
よ
る

と
、
両
議
院
の
議
員
そ
れ
ぞ
れ
の
五
分
の
一
に
す
る
と
、
元
老
院
議
員
が
五
七
名
に
対
し
て
、
国
民
議
会
議
員
は
九
八
名
に
な
り
、

院
の
議
員
は
い
ず
れ
も
普
通
選
挙
で
選
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

国
民
議
会
の
ガ
が
多
数
の
議
員
の
署
名
を
必
要
と
す
る
の
は
、

;ltIJ、27(3・4-284)642
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同
議
院
を
不
平
等
に
扱
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
こ
と
、

さ
ら
に
、
実
際
上
の
理
由
と
し
て
、
国
民
議
会
案
は
、
議
員
が
提
訴
で
き
る
最
低

数
を
低
く
し
て
、
議
会
の
小
集
団
に
も
提
訴
権
を
利
用
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
、
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
刈
し
て
、
司
法
大
臣
ル
カ
ニ
ュ
L

は
政
府
を
代
表
し
、
国
民
議
会
立
法
委
員
会
修
正
案
を
批
判
し
て
、
政
府
案
の
立
場
を
説
明

し
た
ο

そ
れ
に
よ
る
と
、
一
方
で
は
、
各
議
院
の
議
員
の
五
分
の
一
に
つ
い
て
絶
対
数
が
両
議
院
で
異
な
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
「
実

際
各
議
院
の
内
部
で
重
要
な
の
は
絶
対
数
で
は
な
ど
、
比
率
で
あ
」
り
、
「
絶
対
的
に
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
比
率
の
子
等
で

あ
る
」
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
他
方
、
政
府
案
が
各
議
院
の
自
主
性
を
尊
重
す
る
の
に
対
し
て
、
国
民
議
会
委
員
会
案
は
、

独
自
性
と
自
主
性
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。

各
議
院
の

元
老
院
立
法
委
員
会
は
政
府
案
を
支
持
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
報
告
官
デ
ィ
リ
ィ
は
、
「
状
々
は
各
議

院
が
そ
の
独
自
性
を
保
持
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
」
と
発
言
し
た
o

そ
し
て
、
元
老
院
本
会
議
で
は
、
「
一
又
は
他
の
議
院
を
構
成
す
る

国
民
議
会
修
正
案
に
対
し
て
、

フランス憲法院の憲法戎判機関への進展

議
員
の
少
く
と
も
五
分
の
一
」
と
い
う
政
問
尿
案
を
可
決
し
た
。

両
議
院
の
議
員
は
い
ず
れ
も
普
通
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
国
民
代
表
で
あ
る
こ
と
か
ら
両
議
院
の
議

よ
う
す
る
に
、
国
民
議
会
が
、

民
の
絶
対
数
の
不
平
等
を
指
摘
し
て
、
両
議
院
を
合
わ
せ
た
国
会
を
単
一
体
と
し
て
把
え
た
の
に
対
し
て
、

議
院
の
自
主
性
な
い
し
独
自
性
を
重
視
し
た
の
で
あ
る
。

政
府
お
よ
び
元
老
院
は
、
各

一
O
凡
一
七
日
の
国
民
議
会
第
二
読
会
で
は
、

元
老
院
で
可
決
さ
れ
た
憲
法
改
正
法
律
案
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
審
議
が
な
さ
れ
た
。

凶
民
議
会
立
法
委
員
会
は
国
民
議
会
第
一
読
会
で
可
決
さ
れ
た
「
国
会
を
構
成
す
る
議
員
の
少
く
と
も
一

O
分
の
一
」
を
岡
持
し
て
、
同

じ
内
容
の
修
正
案
を
提
出
し
、
さ
ら
に
、
社
会
党
の
コ
l
ト
、
が
、
委
員
会
修
正
案
の
「
国
会
」
を
「
各
議
院
」
に
修
正
す
る
再
修
正
案
を

提
出
し
た
ω

こ
れ
に
対
し
て
、

ピ
ニ
ョ
ン

(∞
-mロ
。
ロ
)

は
、
「
六

O
名
の
国
民
議
会
議
員
又
は
六

O
名
の
元
老
院
議
員
」
に
す
る
修
正
案

を
提
出
し
た
。
こ
の
ピ
ニ
ョ
ン
修
正
案
は
、
国
民
議
会
と
元
老
院
と
の
妥
協
を
は
か
っ
た
も
の
で
、

一
方
で
は
、

両
議
院
を
独
立
さ
せ
て

~t法27(3・ 4-285)643
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い
る
点
に
お
い
て
元
老
院
に
近
く
、
他
方
で
は
、

議
員
の
最
低
人
数
を
両
議
院
等
し
く
六

O
名
に
定
め
た
点
に
お
い
て
国
民
議
会
案
に
近

い
も
の
で
あ
る
。

'"?A-
iillll 

政
府
を
代
表
し
て
ル
カ
ニ
ュ
エ
が
こ
の
ピ
ニ
ョ
ン
笑
を
支
持
し
、
原
案
か
ら
最
も
遠
い
ビ
ニ
ョ
ン
案
が
採
決
に
付
さ
れ
、

そ
れ
が
国
民

議
会
第
二
読
会
で
可
決
さ
れ
た
。
つ
い
で
、
憲
法
六
一
条
を
修
正
す
る
憲
法
的
法
律
案
全
体
が
投
票
に
付
さ
れ
、
賛
成
二
八
六
名
、
反
対

一
九
二
名
で
可
決
さ
れ
た
。

本
案
は
同
日
中
に
元
老
院
第
二
読
会
に
送
付
さ
れ
、
元
老
院
立
法
委
員
会
が
こ
れ
を
支
持
し
て
、
本
会
議
で
投
票
に
付
さ
れ
、
賛
成
一

八
七
名
、
反
対
九
二
名
で
可
決
さ
れ
た
。

(
l
)

川
院
人
川
川
会
議
で
の
各
党
派
別
の
投
票
内
訳
は
、

Z
F向
C
E
n
-
N
ω
c
n件。
r
B
一
旧
三
司
・
∞
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
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z
・
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2
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一
句
k

ア
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・
芯
お
l
芯
怠
・

〈

3
)
〕・

0
u
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ωな
宮
ュ
g
d
g
E
2
P
〉目

Z
J
∞
c
n
g
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3
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P
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(
4
ゾ
』
・

0
・
0
b
g
Z
3ュ
g
d
g
z
-
Z♂
〉
目

Za
・
5

2
ぢ
σ耳
石
吋
A

・
3
・
念
品
∞
ー
さ
さ
・
な
お
、
議
院
規
則
九
八
条
五
項
は
次
の
よ
う
な
規
定
に
な

っ
て
い
る
。

「
修
正
お
よ
び
再
修
正
は
、
そ
れ
ら
が
対
象
と
す
る
原
文
に
実
際
に
該
当
す
る
場
合
に
の
み
、
又
は
、
付
加
条
文
に
つ
い
て
は
、
政
府
提
山
叉
は
議

員
提
出
法
律
案
の
枠
の
中
で
提
案
さ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
受
理
さ
れ
る
。
」

(
5
〉
』
・

0
・wubrω
宮
古
R
-
o
E
g
g
-円2
・
〉

Z
J
3
2
g
r耳
石
豆
噌
℃
・
#
旧
日
目
・

(
6
)
H
Z
?
官
主
勾
・

(

7

)

]

・
o
u
りか

g
g
百円
}
O
B
E
E
R
m
w
ぽ
E
z
-
-
自
由
円
ぢ
ゲ
円
。

-U吋ム・

3
・
5
N
U
1
5
8
・

(
8
)
』

0
・
0
0
r
m
g
宮
ユ
ゆ
ヨ
3
2
5
3
〉
-
Z
J
∞
o
n
gゲ円。一回吋
h

ア
司
-

A
∞巴・

(
9
)
』・。
--ubr民
団
司
R
F
E
S宮
町
2
4
ω
b
Eゲ
一
目
。
円
件
。
町
内
一
山
手
w
匂-一

ω一ω・

(

旧

)

司

-
F
Cの}出町内
w
F
g
ω
E
r
M問
巳
同
広

ω《
F

F
芯『

2
ヨ
ゅ
の
Cロ
ω丘
p
t
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-
P
F
O
玄
C口内
山

P
∞
2
g
r
B
一
句
デ

ハ
け
)
]
・
。
・
・

0
岳
民
ω
司
R
r
g
mロ
宮
古
川
♂
〉

Z
-
∞
2
g
t
z
-
u云
u
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A
∞印由・
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・
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・

(
市
ゾ
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0
・
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丹

羽

官

同

r
s
g
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B
T
〉

-
Z
ニ
コ
o
n
g
r
z
一回吋
k

ア
℃
司
印
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印
∞
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』・
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・

ω宮
ω
デ
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2
S
F
o
一
回
吋
デ
官
官
・

5
x
l一
ω吋印・

一
九
七
四
年
憲
法
改
正
の
問
題
点

以
上
の
よ
う
な
審
議
経
過
を
経
て
成
立
し
た
一
九
七
四
年
憲
法
改
正
に
よ
る
憲
法
院
の
改
革
を
め
ぐ
る
問
題
点
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

仰
治
会
の
少
数
派
へ
の
提
訴
権
の
拡
大

議
会
の
少
数
派
議
員
へ
の
提
訴
権
の
拡
大
に
つ
い
て
は
、
議
会
に
お
い
て
、
原
則
に
つ
い
て
の
反
対
は
な
く
、
具
体
化
を
め
ぐ
っ
て
国

回

フランス憲法院の憲法裁判機関への進展

民
議
会
と
元
老
院
と
の
対
立
が
あ
っ
た
が
、
結
局
は
妥
協
が
成
立
し
た
o

た
だ
し
共
産
党
は
、
元
老
院
で
の
デ
ュ
ク
ロ

(
U
Z
円
宮
田
)
の
次

の
よ
う
な
発
言
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
議
会
の
少
数
派
へ
の
提
訴
権
の
拡
大
に
つ
い
て
そ
の
重
要
性
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
。

「
し
か
し
、
我
々
に
関
し
て
は
、
我
々
は
、
結
局
は
改
革
の
外
見
に
し
か
す
ぎ
な
い
こ
の
よ
う
な
憲
法
改
正
に
何
ら
か
の
価
値
を
見
い

出
す
よ
う
な
印
象
を
与
え
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
あ
る
政
治
学
者
は
、
最
近
こ
の
点
に
つ
い
て
、
『
そ
の
最
も
小
さ
な
芽
生
え
で
も
そ
れ
を

h
2〉

決
し
て
拒
否
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
』
を
明
確
に
し
て
、
『
少
量
の
自
由
民
。
E
B
B巾
仏

巾

E
Z
2
3
に
つ
い
て
語
っ
た
。
し
か
し
、
結
局

は
み
せ
か
け
に
し
か
す
、
き
な
い
も
の
に
何
ら
か
の
重
要
性
を
与
え
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
、
自
由
の
た
め
と
い
う
よ
う
な
大
義
に
仕
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
己

実
際
に
お
い
て
も
、
憲
法
改
正
後
初
め
て
議
員
の
提
訴
権
を
利
用
し
た
事
案
で
あ
る
前
述
の
一
九
七
四
年
一
二
月
一
二

O
B判
決
は
、

会
党
お
よ
び
急
進
党
左
派
の
議
員
に
よ
っ
て
提
訴
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
職
業
税
に
関
す
る
前
述
の
一
九
七
五
年
七
月
二
三
日
判
決
の
提

訴
権
者
の
中
に
は
社
会
党
、
急
進
党
左
派
の
議
員
の
ほ
か
に
、
若
干
の
共
産
党
議
員
の
名
も
み
与
え
る
が
、
全
体
と
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
社
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説

提
訴
権
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
元
老
院
お
よ
び
国
民
議
会
の
社
会
党
議
員
団
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

議
会
の
少
数
派
へ
の
提
訴
権
の
付
与
と
い
う
問
題
は
、
一
九
五
八
年
に
お
け
る
第
五
共
和
制
憲
法
制
定
過
程
で
、
憲
法
諮
問
委
員
会

(
の
。
ョ
ご

h
gロ∞己
Z
三
8
5吾
5
5ロ
ロ
己
)
に
お
い
て
討
議
さ
れ
、
「
一
又
は
他
の
議
院
の
議
員
の
三
分
の
こ
に
提
訴
権
を
与
え
る
と

い
う
修
正
案
が
同
委
員
会
で
採
択
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
o

そ
の
討
論
の
中
で
、
と
く
に
政
府
を
代
表
し
て
い
た
ド
ゥ
ブ
レ

さb.
filfII 

(
ロ
巾

σみ
)

は
、
憲
法
院
の
政
治
化
と
い
う
観
点
か
ら
反
対
し
た
の
で
あ
る
。

議
会
の
少
数
派
に
提
訴
権
を
付
与
す
る
こ
と
は
、
議
会
に
お
い
て
多
数
決
で
破
れ
た
少
数
派
が
、
政
治
的
武
器
と
し
て
憲
法
院
へ
の
提

訴
権
を
利
川
す
る
危
険
性
が
伴
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
プ
レ
ロ
お
よ
び
プ
ゥ
ル
イ
教
授
は
、
こ
の
改
革
が
、
「
そ
れ

を
使
お
う
と
望
む
者
に
、

て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
批
判
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
教
授
は
、

一
の
政
治
的
武
器
と
し
て
提
供
す
る
妨
害

(
E
o
g唱
〉
の
可
能
性
か
ら
す
べ
て
生
ず
る
多
く
の
危
険
性
を
与
え

先
の
共
産
党
の
デ
ュ
ク
ロ

の
発
言
の
中
に
引
用
さ
れ
た
論
文
に
お
い
て
、
こ
の
改
革
が
、

左
翼
の
最
高
憲
法
裁
判
所
創
設
と
い
う
目
標
か
ら
は
遠
く
隔
っ
て
い
る

が
、
「
最
九
州
裁
判
所
の
方
向
に
お
け
る
一
歩
を
画
し
う
る
」
も
の
で
あ
る
と
評
価
し
、
議
会
の
少
数
派
に
提
訴
権
を
与
え
る
の
は
、
「
良
い
規

定
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

《
自
己
付
託
》
権
の
可
否

憲
法
院
の
《
自
己
付
託
》
の
可
否
の
問
題
は
、
議
会
に
お
い
て
最
も
活
発
に
論
議
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。
政
府
が
、
憲
法
に
よ
っ
て
保

障
さ
れ
た
人
権
保
障
の
強
化
を
理
由
に
、
憲
法
院
の
《
自
己
付
託
》
権
を
提
案
し
た
の
に
対
し
て
、
議
会
で
は
、
独
立
共
和
派
の
議
員
を

除
い
て
反
対
の
見
解
が
多
数
を
し
め
た
o

《
自
己
付
託
》
に
対
す
る
批
判
は
、
第
一
に
、
改
正
規
定
の
法
技
術
的
な
難
点
に
つ
い
て
の
も

(
7〉

の
と
、
第
二
に
、
《
自
己
付
託
M
V
権
の
内
容
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
批
判
の
二
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

7今第
一
の
規
定
の
法
技
術
的
な
難
点
と
し
て
は
、

憲
法
院
の
内
部
に
お
い
て
自
己
付
託
す
る
こ
と
を
い
か
に
決
定
す
る
か
不
明
確
で
あ
る
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と
い
う
こ
と
、

大
統
領
が
法
律
を
審
署
す
る
期
聞
は
憲
法
一

O
条
で
政
府
に
送
付
さ
れ
て
か
ら
一
五
日
以
内
と
規
定
さ
れ
て
い
る
だ
け

で
、
最
低
期
聞
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
大
統
領
は
即
日
法
律
を
審
署
す
る
こ
と
も
で
き
、
憲
法
院
が
法
律
の
制
定
を
絶
え
ず
監
視

す
る
の
は
実
際
上
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、
「
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
人
権
を
侵
害
す
る
と
思
わ
れ
る
法
律
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、

フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
「
人
権
」
の
憲
法
上
の
定
義
が
欠
如
な
い
し
不
十
分
で
あ
る
た
め
、
そ
の
範
囲
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

第
二
の
《
自
己
付
託
》
権
の
内
容
そ
の
も
の
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
、

い
か
な
る
裁
判
機
関
も
み
ず
か
ら
訴
訟
を
自
己
に
付
託
す
る

こ
と
は
な
い
と
い
う
原
則
と
の
抵
触
の
問
題
が
あ
り
、

憲
法
院
の
《
自
己
付
託
》
と
裁
判
機
関
と
し
て
の
性
格
が
矛
盾
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
、
法
律
を
無
効
に
す
る
権
限
を
持
っ
た
機
関
が
、
同
時
に
無
効
の
発
議
権
を
持
つ
こ
と
は
、

会
と
の
聞
の
政
治
的
均
衡
を
不
可
能
に
し
、
憲
法
院
が
議
会
の
後
見
機
関
と
な
り
裁
判
官
政
治

。司。
戸
〈
(1) 

ロ
(1) 

3国
E 民
0..代
2 表
τ 機
09 関
涼ι でト
ーあ

る
議

フランス:蚕法院の憲法裁判機問への進展

tこ fこ
付反ら
すす
ると
と L、
L 、う

うこ
こと
とで
であ
ある
る言。
O~ よ

う
す
る

《
自
己
付
託
》
は
、
憲
法
院
の
裁
判
機
関
と
し
て
の
性
質
と
矛
盾
し
、
権
力
分
立
の
原
則

憲
法
院
構
成
員
の
選
任
方
法

共
同
政
府
綱
領
の
下
に
あ
る
左
翼
は
、
憲
法
院
改
革
の
先
決
問
題
と
し
て
、
構
成
員
の
選
任
方
法
の
改
革
を
主
張
し
た
。
そ
の
改
革
案

の
内
容
は
、
国
民
議
会
議
長
お
よ
び
元
老
院
議
長
が
そ
れ
ぞ
れ
三
名
選
任
す
る
現
行
方
式
か
ら
、
議
長
で
は
な
く
議
院
自
身
が
選
出
す
る

こ
と
に
し
、
現
行
の
大
統
領
か
ら
三
名
に
つ
い
て
は
一
名
と
し
、

他
の
二
名
は
司
法
官
職
高
等
会
議
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
よ
う
に
す
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
改
革
の
理
由
は
、
現
行
の
選
任
方
法
が
憲
法
院
の
政
治
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

学
説
に
お
い
て
も
、
憲
法
院
の
政
治
機
関
と
し
て
の
性
格
を
強
調
す
る
説
は
、

有
力
な
根
拠
の
一
つ
に
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
憲
法
院
の
裁
判
機
関
と
し
て
の
性
格
を
強
調
す
る
説
は
、
憲
法
院
構
成
員
の
経

と
く
に
憲
法
院
構
成
員
の
選
任
の
政
治
的
性
格
を
そ
の

を
も
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説

歴
、
法
律
家
と
し
て
の
能
力
か
ら
み
て
も
憲
法
院
の
裁
判
機
関
と
し
て
の
性
格
が
十
分
肯
定
さ
れ
る
こ
と
を
実
証
的
に
示
し
て
い
た
。

そ
れ
で
は
、
左
翼
か
ら
提
案
さ
れ
た
憲
法
院
構
成
員
の
選
任
方
法
は
ど
の
よ
う
に
一
評
価
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ク
教
授
は
、
左

翼
の
提
案
に
よ
る
選
任
方
法
は
、
現
行
の
方
式
と
全
く
同
様
に
、
「
政
治
化
」
守
o
E
&
)
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
か
ら
、
二
つ
の

疑
問
点
を
あ
げ
て
い
る
。
第
一
に
は
、
議
会
に
よ
る
裁
判
官
の
選
任
方
式
に
内
在
す
る
欠
陥
に
由
来
す
る
も
の
で
、
西
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ

ー
の
諸
法
裁
判
所
の
経
験
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
第
二
に
は
、
現
行
の
三
年
毎
三
分
の
一
改
選
は
、
「
判
例
の
必
要
な
安
定
性
と
議
会
お

よ
び
闘
の
支
配
的
傾
向
の
進
展
と
を
調
和
す
る
こ
と
に
貢
献
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
が
、

三必h
6HIJ 

左
翼
案
で
は
三
分
の
一
改
選
が
不
可
能
に
な

り
、
現
在
の
構
成
に
み
ら
れ
る
均
衡
を
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
く
に
議
会
に
よ
っ
て
選
任
さ

プ
レ
ロ
お
よ
び
ブ
ゥ
ル
イ
教
授
も
、
左
翼
案
に
よ
る
と
憲
法
院
の
「
政
治
化
が
避
け
え
な
い
」
と
し
、

れ
る
六
名
が
、
党
派
に
比
例
し
て
多
数
派
か
ら
四
名
、
少
数
派
か
ら
二
名
に
分
け
ら
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
「
党
派
の
割
合
に
よ
る
六
名

の
構
成
員
の
選
任
は
政
治
化
を
制
度
化
し
、
こ
の
こ
と
は
、
最
高
裁
判
所
が
た
と
え
そ
の
権
威
を
確
立
す
る
に
至
っ
た
場
合
で
も
、

の
危
険
性
を
有
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
し
て
、
批
判
的
態
度
を
と
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
批
判
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
左
翼
案
に
よ
る
憲
法
院
構
成
員
の
選
任
方
法
が
、
憲
法
院
の
政
治
化
を
防
、
ぎ
、
そ
の
憲
法

保
障
機
関
と
し
て
の
独
立
性
を
保
障
す
る
の
に
適
当
な
方
式
で
あ
る
か
否
か
に
つ
パ
い
て
は
、
疑
問
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
i
)
』・

0
・
0brω
官
官
ユ

O
S
S
E
-
Z♂

ω
b
g
?
5
2
2
r
B
-
U
2
u
℃・

-ωN
ア

(
2〉

ζ
・
り
5
2
向
。
3
C口
m
g
g
g
o
p
伝
E
R
S
Z
P
F
O
冨
D
E
句
、
二
o
n
g
r
z
一
回
以
を
指
し
て
い
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